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菊池川河川事務所
玉名出張所
山鹿出張所                    

竜門ダム管理支所
 

堤防の除草は、道路見通しの確保、
害虫対策、景観等の一般的な除草の
目的とは違い、堤防の損傷状況を把握
するために行っているものです。

菊池川河川事務所山鹿出張所では、
年に２回の除草を実施しています。
それに伴い河川管理用通路の通行止
めを行うことがあります。ご理解とご
協力をよろしくお願いします。
※除草を行う区間も長いため、上下
流地域で除草時期に開きがあります。

令和７年

９月１３日

土曜日

竜門ダムフェスタ ドラゴン夜市

投票のご協力
ありがとうございました☆

竜門ダム管理支所
ホームページ
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河川区域の除草、護岸補修等
の維持的工事を行います

■ 菊池川上流･岩野川･上内田川
･合志川  (株)緒方建設

■ 迫間川 (株)荒木建設

■ 菊池川下流･木葉川･繁根木川
   (株)熊野組

菊 池 川 河 川 事 務 所 管 理 区 間 内 で

河川工事を行ってます
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地域のみなさんの安全安心のために
川沿いの工事をしています。
ご不便をお掛けするかと思いますが、
ご理解・ご協力をお願い致します。
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◇工事などのお問い合わせ先◇

菊池川河川事務所 山鹿出張所 （0968）44-2177
 玉名出張所 （0968）74-3175

  竜門ダム管理支所  （0968）27-1120
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堤防や護岸の整備を行います
③ 岩野地区 (株)中川組
④ 亀尾地区 (株)熊野組
⑥ 高島地区 (株)緒方建設
⑩ 田底地区 (株)緒方建設

古い堤防を撤去し、川幅を広げています
 ① 小原地区・大屋地区 (株)熊野組
 ② 小原地区   (株)緒方建設
 ⑨ 小原地区  （株）中川組

排水樋管のゲート取替を行います
⑦ 川南排水樋管
⑧ 笠仏排水樋管

(株)緒方建設
----------------------
 ⑥ 南島排水樋管

    (株)髙喜工業
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護岸の整備を行います
② 江栗地区 （株）トーカイ

7

川の中にたまった土砂の撤去を行います
② 両迫間地区 （株）トーカイ
⑥ 溝上地区 （株）髙喜工業
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築堤工事を行います
① 小島地区 菊川建設(株)

5

川の中にたまった土砂の撤去を行います
⑤ 分田地区 (株)緒方建設
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河川防災ステーションの造成工事を行います
③ 元玉名地区 （株）池田建設
④ 〃 （株）八方建設
⑤ 〃 （有）古田建設

菰田橋の架替工事を行います
⑦ 下津原地区 三井住友建設（株）
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【届け出にあたり、守っていただきたい事】
（１）本届出行為の完了後は、速やかに後片付けを行うこと。
（２）本届出に係る行為により河川管理施設等に損害を与た

場合は、速やかに原形復旧すること。
（３）本届出行為に係る一切の事故及び安全管理については
     届出者において責任を持つこと。
（４）第三者に損害を与えた場合は、使用者の責任において

損失の補償を行うこと。
（５）不事の出水及びダムの放流により水嵩が急に上昇するこ
     とがあるので十分注意すること。
（６）大雨・洪水等により増水した場合、また、大雨・洪水警報
     発令中は使用行為を禁止すること。
（７）気象状況は、常に把握しておくこと。

届出の提出は
玉名市、和水町は玉名出張所へ
山鹿市、菊池市、植木町は山鹿出張所へ
菊池市（迫間川）は竜門ダム管理支所へ
提出をお願いいたします。
様式は各出張所で準備しております。
ご不明な点があれば各出張所・支所へ
お問い合わせください。
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